
「広報たいわ」表紙ロゴデザイン一般募集要項 

 

「広報たいわ」では、表紙リニューアルに伴い、紙面の顔となる新しいタイトルロゴデザ

インを広く募集します。あなたのデザインが、毎月町民の皆さんのもとへ届きます。たくさ

んのご応募をお待ちしております。 

 

1．募集内容 

「広報たいわ」表紙に使用するタイトルロゴデザイン 

 

2．応募資格 

・プロ、アマチュア、年齢、居住地を問わず、１人２点まで、どなたでも応募できます。 

・未成年者が応募する場合は、保護者の同意を得た上で応募してください。 

 

3．賞・賞金 

最優秀賞（採用作品）1 点 

商品券 3 万円分 

 

4．採用作品の使用用途 

・令和 8 年 10 月号以降の「広報たいわ」表紙タイトルロゴとして使用します。 

 なお、使用期間はおおむね５年を目安とします。 

・そのほか、町の広報活動に関連する印刷物、ホームページ、SNS 等で使用する場合があり

ます。 

 

5．応募規定（データ形式・作成時の注意点） 

・ひらがな、漢字、アルファベット等、表記やデザインのアレンジは自由とします。 

・ロゴのメインとなる部分が漢字、アルファベットの場合でもロゴの中に「広報たいわ」の

文字を必ず含めてください。 

・フルカラー、モノクロいずれでの使用にも耐えうるデザインとしてください。 

・A4 判表紙上部に横長で配置予定、幅 15cm×高さ６cm 程度のスペースとなります。 

・そのまま印刷物として使用できる「完成したデジタルデータ」のみ受け付けます。 

・手書き原稿、ラフ案、または事務局によるトレース、リデザインを前提とした作品は応募

できません。 

・応募作品は、応募者自身が制作した未発表のオリジナル作品に限ります。 

・応募作品は生成 AI を使用していないものに限ります。 

・第三者の著作権、商標権等を侵害するおそれのある作品は応募できません。採用後にこれ

らの問題が判明した場合は、採用を取り消すことがあります。 

 

６．提出可能なファイル形式 

・ファイル形式：透過 .png または .pdf 

・背景は必ず「透過」としてください。 



・可能な場合は、ベクター形式（.ai、.svg 等）のデータも併せてご提出ください。 

・印刷に耐えうる高解像度（実寸サイズで 350dpi 以上）で作成してください。 

・町では、応募データの修正、加工は原則行いません。 

・フォントや素材を使用する場合は、採用後に町が広く利用(印刷物、Web、SNS 等)できる

こと、および権利処理上支障がないことを応募者が保証できるものに限ります。 

 

７．応募方法 

専用フォームから応募してください。 

（https//） 

ただし、データ容量が 10MB を超える場合は、大容量ファイル転送サービス等をご利用

し、必要事項を記載の上、提出先メールアドレスまで送信してください。 

 

【必要事項】 

1．氏名（ふりがな） 

2．年齢 

3．住所 

4．電話番号 

5．作品のコンセプト、デザインの意図（200 字程度） 

 

提出先メールアドレス：koho@town.taiwa.miyagi.jp 

メール件名：「広報たいわ」ロゴデザイン応募 

 なお、必要事項の記載がないものについては、受け付けないものとします。 

 

８．募集期間 

令和 8 年 5 月１日（金）～6 月 21 日（日）必着 

 

９．選考・発表 

(1)一次選考（町民投票） 

応募作品の中から、視認性、汎用性、広報紙との親和性等を基準に、広報たいわ紙面や

町 SNS 町民投票により数点（概ね 3 点）を選定します。 

 

(2)二次選考（選考委員投票） 

一次選考を通過した作品について、広報編集委員等の選考委員による投票を実施します。  

 

(3)最終決定 

各投票結果を参考に、町が最終的な採用作品を決定します。 

 

・一次選考結果は令和８年７月中に選定された作品の応募者へ直接通知します。 

・最終結果は令和 8 年８月下旬から９月上旬に、受賞者本人へ直接通知するとともに、「広

報たいわ」紙面および町公式ホームページ等で発表します。 

・なお、入賞されなかった方への通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。 



 

10．注意事項・著作権等の取り扱い 

・採用者及び採用者の相続人は、本作品の著作者人格権（氏名表示権、同一性保持権、公表

権）について、以下の行為を行わないことに同意し、誓約するものとします。 

1. 著作者の氏名表示を求めない 

2. 作品の改変、変更を理由に異議を唱えない 

3. 大和町が作品を改変、改良する際に異議を唱えない 

4. 本誓約は、採用者の死亡後も相続人に対して有効に存続するものとします 

5. 採用者は、本誓約内容を相続人に周知し、相続人の同意を得るものとします 

・不採用作品の著作権は応募者に帰属します。 

・応募により取得した個人情報は、本募集に関する目的にのみ使用します。 

 

11．問い合わせ先 

 宮城県大和町総務課 広報係 

TEL：022-345-1112 

Mail：koho@town.taiwa.miyagi.jp 

 

 

・採用作品の著作権（著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含む）ならびに二次的使用

権、商標権等一切の権利は、大和町に帰属するものとします。また、採用者は著作者人格

権を行使しないものとします。 

・採用作品については、使用にあたりレイアウト上必要な範囲で、サイズ変更や色調調整等

の補作・修正を行う場合があります。 
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